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ペットの飼い主の皆さんへ
マナーを守って飼いましょう

７月は青少年の
非行・被害防止全国強調月間

お知
らせ

お知
らせ

犬や猫のふん、鳴き声、放し飼い、産まれたばか
りの子犬や子猫の無責任な放置による苦情が寄せら
れています。ペットは飼い主を和ませるとても愛ら
しい存在ですが、生活する上では守るべきルールが
あります。ペットと仲良く暮らしていけるよう、気
を配りましょう。

■犬の飼い主さんへ
・愛犬の登録をしましょう
・狂犬病の予防注射をしましょう
・しつけをしましょう
・放し飼いはやめましょう
・トイレマナーを守りましょう
■猫の飼い主さんへ
・屋内飼育をしましょう
・首輪と名札を付けましょう
・繁殖を望まない場合は、　不妊　・　去勢手術をしましょう
・飼育できない猫への安易な餌やりはやめましょう

　生活環境課（内線177）

青少年の健全な育成は、大人一人一人の責務です。地
域・家庭が一体となって、青少年の健やかな成長のため
の社会環境づくりや非行・被害防止に努めましょう。子
どもの言動に「おかしい」と感じたときは、早めに相談
してください。

《相談窓口》
青少年SOSセンター　（　 0120　―　247　―　505）
子ども・家庭電話相談室（　 0120　―　76　―　1152）
ヤングテレホンコーナー　（　 0120　―　783　―　800）
東濃地区少年サポートセンター　（　 0120　―　783　―　802）
東濃子ども相談センター　（☎23　―　1226）
こころのダイヤル119番　（☎058　―　233　―　0119）
子どもの人権センター　（☎058　―　265　―　2850）
あんしんコール　（　 0120　―　873　―　246）
児童相談所虐待対応ダイヤル　（☎189）

　市青少年育成市民会議事務局
（生涯学習課内・内線361）

運転免許証自主返納出張窓口お知
らせ

運転免許証の自主返納を考えている方、病気などで運転を続けることに不安を感じている方、そのご家族の方は、
ぜひこの機会を利用してください。

日時　７月14日（木）午前10時～正午
場所　市役所１階・相談室AB
対象　市内に居住する有効な運転免許証を保有している方で、
次のいずれにも該当しない方
①免許の取り消し基準に該当している方
②免許の停止などに該当している方
③再試験の基準に該当している方

持ち物　運転免許証
※返納を希望する本人の来庁が必要です。
申込期限　７月12日（火）

運転経歴証明書の交付手続きについて

 ・ 　生活環境課（内線172）

シートベルトの非着用は、事故の際
に致死率を高める最も危険な要因です。
安全のため、シートベルト、チャイル
ドシートの着用を徹底しましょう。

ゆずりあう心で
 夏の交通事故防止

７月11日（月）～20日（水）

夏の交通安全県民運動

６月は
シートベルト
チャイルドシート

 着用強調月間

運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類と
して利用することができます。交付を希望する方は、運転免許証
のほか次の①～④が必要です。
①県収入証紙1,100円分　②郵送代＋簡易書留代（404円分の切
手）　③長型３号の封筒　④申請用写真（縦３㎝×横２.４㎝、撮
影後６カ月以内で無帽、正面、無背景の顔写真）
※収入証紙と切手は市役所会計課で購入できます。
※運転経歴証明書は、交付されるまで約３週間かかります。
※運転免許証を自主返納すると、帰りは運転できません。




